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広告業における取適法違反被疑事件の集中調査の結果について 

 

令和８年６月２９日 

公 正 取 引 委 員 会 

中 小 企 業 庁 

 

１ 集中調査の実施等について 

  公正取引委員会及び中小企業庁は、製造委託等に係る中小受託事業者に対

する代金の支払の遅延等の防止に関する法律（昭和３１年法律第１２０号。

以下「取適法」という。）に違反する疑いのある行為を行っている事業者に

対して、連携して調査を行い、違反が認められた場合には、勧告、公正取引

委員会に対する措置請求、指導等の措置を迅速かつ厳正に行っている。 

  令和７年以降、公正取引委員会及び中小企業庁は、取適法の執行を通じた

取引の適正化の取組を更に効果的なものとするとともに、特定の業種・業界

におけるサプライチェーン全体での取引適正化を推進するため、特定の業

種・業界における取適法違反被疑行為について集中的に調査を行い、取適法

に違反し、又は違反するおそれのある行為が認められた事業者に対して、迅

速に指導等を行っている（過去に行った集中調査の結果については別添のと

おり。）。 

  令和８年２月以降、公正取引委員会及び中小企業庁は、発注側である広告

業者（委託事業者）と受注側である広告制作業者（中小受託事業者）との間

で行われている中小受託取引（新聞広告、雑誌広告、テレビ広告、インター

ネット広告、交通広告、屋外広告等の制作及び広告に付随するイベントの企

画運営に係る取引を含む。）に関する取適法違反被疑行為について集中的に

調査を行い、広告業者に対して、７１件の指導を行った（下請代金支払遅延

等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律（令和７年法律第４

１号。以下「下請法改正法」という。）附則第２条第２項の規定によりなお

従前の例によることとされる場合を含む。）。指導事例の概要は別紙１のとお

りである。 

  また、中小企業庁では全国に取引Ｇメンを配置して中小企業に対しヒアリ

ングを行っている。広告業者との取引に関して、中小企業である広告制作業

者からのヒアリングで聴取した主な意見は別紙２のとおりである。 

 

  
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部第一上席取引適正化検査官 

        電話 ０３－３５８１－５４８８（直通）〔本文及び別紙１について〕 

       中小企業庁事業環境部取引課 

        電話 ０３－３５０１－１７３２（直通）〔別紙２について〕 

ホームページ https://www.jftc.go.jp/ 

       https://www.chusho.meti.go.jp/ 
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２ 主な違反行為の傾向等 

（１）広告業者及び広告制作業者間の情報成果物作成委託等について 

   広告業者及び広告制作業者間における情報成果物作成委託等の取引の流

れの一例は次のとおりである。情報成果物作成委託等は広告業者と広告制

作業者の間の取引であり、広告主は直接の契約当事者ではないことを前提

としている。 

 

（注）本件調査では、広告制作業者を受注側と定義しているが、広告制作業者が、他の広
告制作業者に発注を行う場合もあり、その広告制作業者間の取引も本件調査の対象と
している。 

 

（２）発注内容等の不明示・明示不備について 

  ア 委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、書面

又は電磁的方法により直ちに発注内容等を明示する義務があるが、広告

業界においては口頭発注が商慣習となっていることを理由に、広告業者

が広告制作業者に対し、発注時に発注内容等を明示していなかった事例

が複数あった。 

また、発注時ではなく、成果物の受領時等に事後的に発注内容等を明

示していた事例が複数あった。 

なお、事後的に発注内容等を明示していた事例の中には、発注時に直

ちに発注内容等を明示していなかったことを隠すため、あたかも発注時

に明示していたかのように遡って発注日を記載していた事例があった。 

 

  イ 広告の制作では、制作過程において広告業者と広告制作業者との間で

修正・校正を繰り返していくことで制作物を具体化させていくため、発

注時に成果物の具体的な内容を決定できないことが多い。このような場

合に、発注から受領までの間に広告主の意向等で給付内容が変更され、

広告業者が広告制作業者に制作物の修正・校正を複数回求めることを前
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提として発注しているにもかかわらず、発注時に給付内容を変更する条

件等を給付内容として明示していなかった事例が複数あった。 

 

  ウ 広告の制作過程で広告制作業者に知的財産権が発生する場合に、当該

知的財産権を広告業者に譲渡・許諾させることを含めて発注しているに

もかかわらず、発注時にその旨を給付内容として明示していなかった事

例があった。 

 

（３）支払遅延について 

  ア 月単位の締切制度を採用して代金を支払っている広告業者が、「毎月

末日納品締切、翌々月末日支払」等のように、広告制作業者の給付を受

領した日から起算して６０日を超える可能性がある支払制度を採用して

いる事例が複数あった。 

 

  イ 広告制作業者からの請求書の提出が遅れたことを理由に、代金を支払

期日までに支払っていなかった事例が複数あった。 

    

（４）不当な給付内容の変更について 

  ア 広告業者が、広告主の意向等で発注後に給付内容を変更することが前

提となっていることを広告制作業者に伝えずに発注していたにもかかわ

らず、給付内容を変更する条件等を発注時に給付内容として明示せず、

成果物の受領までの間に、広告制作業者に対し無償で複数回にわたり、

広告制作業者に責任のない修正・校正を行わせていた事例が複数あった。 

 

  イ 広告主又は広告業者の都合で発注を取り消したにもかかわらず、当該

発注取消しまでに広告制作業者が要した費用を支払っていなかった事例

があった。 

   

（５）不当な経済上の利益の提供要請について 

  ア 広告業者が、広告の制作過程で広告制作業者に発生した知的財産権を、

自己のために無償で譲渡・許諾させていた事例があった。 

 

  イ 広告業者と広告制作業者との間で取り交わした基本契約書において、

広告の制作過程で広告制作業者に発生した知的財産権を広告業者に無償

で譲渡する旨記載し、広告制作業者の給付の内容には含まれない知的財

産権を自己のために無償で譲渡させていた事例があった。 
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ウ 広告業者が、コンペティション方式で受注者を決定する広告制作業務

の企画に応募する際に、かねてから中小受託取引をしている中小受託事

業者である広告制作業者に対し、自己のために無償で試作品を制作させ

た事例や、失注したこと等を理由に制作させた試作品の費用を支払って

いなかった事例があった。 

 

エ 広告業者が、広告制作業者に制作を委託した成果物等を、取引が終了

した後も、自己のために広告制作業者に無償で保管させていた事例が

あった。 

 

（６）取適法等で追加された禁止行為について 

ア 手形払等について 

取適法では、手形を交付することによって代金を支払うこと及び手形

以外の支払手段であって支払期日までに代金に相当する額の金銭と引き

換えることが困難であるものを代金の支払手段として使用することは

「支払遅延」として禁止されている。しかしながら、令和８年１月以降

も、広告業者が、代金の支払に際して手形を広告制作業者に交付してい

た事例や、広告制作業者に対する代金の支払手段を手形から電子記録債

権に切り替えたものの、支払期日に代金に相当する額の金銭と引き換え

ることが困難であるものとなっていた事例があった。 

 

  イ 振込手数料の負担について 

取適法の施行に伴い、委託事業者が、代金の支払に際し、銀行口座へ

振り込む際の手数料を中小受託事業者に負担させることは、中小受託事

業者との合意の有無にかかわらず、「減額」として禁止されている。し

かしながら、令和８年１月以降も、広告業者が銀行口座へ振り込む際の

手数料を広告制作業者に負担させていた事例があった。 

 

３ 主な違反行為に対する指導の内容 

（１）発注内容等の不明示・明示不備について 

  ア 広告制作業者に対し、発注時に発注内容等を明示していなかった広告

業者に対しては、発注時に直ちに発注内容等を明示するよう指導を行っ

た。 

なお、広告制作業者に対し、発注時には発注内容等を明示せず、成果

物の受領時等に事後的に明示していたにもかかわらず、それを隠すため、
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あたかも発注時に明示していたかのように遡って発注日を記載していた

広告業者に対しては、発注日を遡及して明示したとしても、発注時に直

ちに発注内容等を明示していない以上、取適法違反となる旨指導を行っ

た。 

 

イ 広告制作業者に対し、発注時に発注内容等を明示していても、発注か

ら受領までの間に給付内容が変更され、広告制作業者に対して制作物の

修正・校正を求めることを前提として発注している場合は、給付内容を

変更する条件等を給付内容として明示するよう指導を行った。 

 

ウ 広告制作業者に対し、発注時に給付を受領する場所、知的財産権の譲

渡・許諾などを明示していなかった広告業者に対しては、発注時に全て

の明示すべき事項を適切に明示するよう指導を行った。 

   

（２）支払遅延について 

  ア 代金の支払が広告制作業者の給付を受領した日から起算して６０日を

超える可能性がある支払制度を採用していた広告業者に対しては、給付

を受領した日から起算して６０日以内に代金を支払うこととなる支払制

度に見直しを行うよう指導を行った。 

 

  イ 広告制作業者からの請求書の提出が遅れたことを理由に、代金を支払

期日までに支払っていなかった広告業者に対しては、広告制作業者から

の請求書の提出が遅れた場合であっても、取適法では、委託事業者は、

中小受託事業者からの請求書の提出の有無にかかわらず、給付を受領し

た日から起算して６０日以内で支払期日を定めて、支払期日までに代金

を支払う必要があるため、当該支払期日までに代金の全額を支払うよう

指導を行った。 

 

（３）不当な給付内容の変更について 

  ア 広告主の意向等で、発注後に給付内容を変更することが前提となって

いることを広告制作業者に伝えずに発注していたにもかかわらず、給付

内容を変更する条件等を給付内容として明示せず、成果物の受領までの

間に、無償で複数回にわたり、広告制作業者に責任のない修正・校正を

行わせていた広告業者に対しては、給付内容の変更のために広告制作業

者が要した費用を支払うように指導を行った。 
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イ 広告主又は広告業者の都合で発注を取り消したにもかかわらず、当該

発注取消しまでに広告制作業者が要した費用を支払っていなかった広告

業者に対しては、広告主又は広告業者の都合で発注を取り消した場合で

あっても、発注が取り消されるまでに広告制作業者が要した費用等を支

払わないことは取適法上問題となるため、広告業者に対し、当該費用等

を広告制作業者に支払うよう指導を行った。 

 

（４）不当な経済上の利益の提供要請について 

  ア 広告業者が広告制作業者に広告の制作を委託し、広告制作業者から給

付を受領した後、給付内容に含まれていなかったにもかかわらず、広告

の制作過程で広告制作業者に発生した知的財産権を自己のために無償で

譲渡・許諾させていた広告業者に対しては、成果物の知的財産権を譲

渡・許諾させる場合であって、当該知的財産権を給付の一部とする場合

には、当該知的財産権の対価を支払うよう指導を行った。 

 

  イ 広告業者と広告制作業者との間で取り交わした基本契約書において、

広告の制作過程で広告制作業者に発生した知的財産権を「無償で譲渡・

許諾させる」旨記載し、広告制作業者の給付の内容には含まれない知的

財産権を自己のために無償で提供させていた広告業者に対しては、委託

事業者が、中小受託事業者に十分な対価を支払うことなく自己のために

知的財産権を提供させることは不当な経済上の利益の提供要請に該当す

るとして、広告制作業者と協議の上で知的財産権に係る対価を定め、当

該対価を支払うよう指導を行った。 

  

  ウ 広告制作業者に対し、自己のために無償で試作品を制作させた又は制

作させた試作品の費用を支払っていなかった広告業者に対しては、委託

事業者が、自己のために無償で試作品を制作させ、又は制作させた試作

品の費用を支払わないことにより、中小受託事業者の利益を不当に害す

ることは問題となるため、試作品の制作に広告制作業者が要した費用を

支払うよう指導を行った。 

 

エ 広告業者が広告制作業者に作成を委託した成果物等を、取引が終了し

た後も、自己のために広告制作業者に無償で保管させていた広告業者に

対しては、広告制作業者と協議の上で当該保管費用を定め、支払うよう

指導を行った。 
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（５）取適法で追加された禁止行為等について 

ア 手形払等について 

 取適法の施行に伴い、手形払が「支払遅延」として禁止されることに

なったため、手形で代金を支払っていた広告業者に対しては、直ちに取

適法に違反することのない支払手段に改めるよう指導を行った。また、

支払手段を手形から電子記録債権に変更したが、手形の支払サイト（例

えば、支払期日から起算して６０日を満期とする。）を維持していたた

め、変更後も引き続き、支払期日に代金に相当する額の金銭と引き換え

ることが困難であるものを使用していた広告業者に対しては、電子記録

債権を使用する場合は、広告制作業者が支払期日までに代金に相当する

額の金銭と引き換えられるものとするよう指導を行った。 

 

イ 振込手数料の負担について 

 代金を広告制作業者の銀行口座へ振り込む際の手数料を広告制作業者

に負担させていた広告業者に対しては、広告制作業者との合意の有無に

かかわらず、振込手数料を広告業者が負担するよう指導を行った。 

 

４ まとめ 

本件調査において、広告業者の取適法に違反し、又は違反するおそれのあ

る行為が複数明らかになり、それらの行為の中には、広告主を含む広告業界

全体の商慣習に起因するものも多くみられた。 

広告業界における取引の適正化を進めるためには、そのような商慣習をサ

プライチェーン全体で改善し、取適法に違反する行為の未然防止に取り組む

必要がある。本件調査を踏まえ、広告業界において具体的に取り組んでいた

だきたい事項は以下のとおりである。 

 

（１）発注内容等の明示について 

   本件調査では、発注時に直ちに発注内容等を明示していなかった事例、

明示すべき事項に不備があった事例が多数みられた。発注時に発注内容等

を明示することは、委託事業者の取適法上の義務であり、口頭発注による

取引上の様々なトラブルを未然に防止する観点からも、中小受託取引の基

礎となるものである。また、広告業界においては、広告の制作過程におい

て、広告制作業者に知的財産権が発生することが多くあると思われる中、

広告制作業者の成果物の知的財産権を譲渡・許諾させる場合であって、当

該知的財産権を給付の一部とする場合には、その旨を発注時に明示するこ

とが重要である。 
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   今回指導を受けた広告業者には、発注時に発注内容等を明示していない

理由について、広告業界においては口頭発注が商慣習となっていることを

挙げる事業者が複数みられたが、口頭発注という業界の商慣習を早急に見

直し、適切に発注内容等を明示することが求められる。 

 

（２）広告制作過程における給付内容の変更について 

   広告業界の商慣習として、発注時に成果物の具体的な内容を決定できず、

発注から受領までの間に給付内容が変更され、広告業者が広告制作業者に

対し、複数回にわたって制作物の修正・校正を求めることを前提として発

注している場合が多い。広告制作業者に対して給付内容の変更に伴う制作

物の修正・校正を求める場合は、以下の方法等により、広告制作業者が修

正・校正に要した費用を支払う必要がある。 

  ① 制作物の修正・校正に要する費用を代金に含めて発注する場合は、あ

らかじめ広告制作業者と協議をした上で、給付内容を変更する条件を定

めるなど、修正・校正が生じることを踏まえて代金の額を定める。 

    なお、給付内容を変更する条件としては、例えば、「受領前の修正・

校正回数は○回までを給付内容に含めるものとし、○回を超える場合は

別途費用について協議する」とするなど、あらかじめ広告制作業者の制

作物に一定回数の修正・校正が生じる可能性があることを踏まえて代金

を決定することが望ましい。 

  ② 発注時に給付内容を変更する条件等を定めることが困難である場合に

は、制作過程において広告制作業者が制作物を修正・校正したことに

よって生じた追加費用について、広告制作業者と十分に協議した上で、

別途支払う。 

 

（３）支払手段の適正化について 

   本件調査では、取適法の施行後、手形払が禁止されたことは認識してい

ても、単に手形払を電子記録債権払に切り替えていれば問題ないと誤解し

ている広告業者が複数みられた。取適法では、手形以外の支払手段であっ

て支払期日までに代金に相当する額の金銭と引き換えることが困難である

ものを代金の支払手段として使用することは禁止されているため、その点

を認識していない広告業者においては、早急に支払手段の適正化に対応す

る必要がある。 

 

（４）サプライチェーン全体での取組について 

   本件調査は、主に委託事業者である広告業者の行為を対象として行った
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が、サプライチェーン全体で取引の適正化を図るためには、広告業者と広

告制作業者との間の取引のみでなく、広告業者に広告の制作等を依頼する

広告主においても、取引の過程において、広告業者の取適法違反につなが

るおそれのある行為を行わないように十分注意することが求められる。例

えば、広告業者と広告制作業者との間の中小受託取引において、広告制作

業者に責任がないのに、発注後に広告主の意向等によって給付内容が変更

され、広告制作業者に追加の作業が生じた事例が複数あった。広告業界に

おけるサプライチェーン全体で取引の適正化を図るためには、広告主にお

いても、予定にない給付内容の変更や発注取消しは広告業者と広告制作業

者との間の取引において追加費用が生じ得ることを認識し、広告業者に対

して追加費用を支払う等の対応を行うことが望ましい。 

 

公正取引委員会及び中小企業庁は、本件調査の結果を踏まえ、事業所管省

庁とも連携し、本件調査の結果について周知徹底を図るとともに、引き続き、

広告業界の取引適正化に向けて、取適法に違反し、又は違反するおそれのあ

る行為については迅速かつ厳正に対処していくこととする。 

 

以上 
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別紙１ 

 

指導事例の概要 

 

  以下の指導事例には、取適法の規定に違反する行為（下請法改正法附則第

２条第２項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）と

して指導を行ったもののほか、違反するおそれのある行為として指導を行っ

たものが含まれる。 

行為の概要 取適法の規定 

広告主から動画広告の制作を請け負うＡ社は、自ら制

作を請け負った動画広告の制作を広告制作業者に委託す

る際、口頭発注が商慣習となっていることを理由とし

て、発注内容等を書面又は電磁的方法により明示してい

なかった。 

第４条 

（不明示） 

 

広告主から新聞広告の制作を請け負うＢ社は、自ら制

作を請け負った新聞広告の原稿の作成を広告制作業者に

委託する際、新聞に掲載するまでの期間が短く、制作に

急を要することを理由として、発注内容等を書面又は電

磁的方法により明示していなかった。 

第４条 

（不明示） 

広告主からテレビ広告の制作を請け負うＣ社は、自ら

制作を請け負ったテレビ広告の制作を広告制作業者に委

託する際、発注時に口頭のみで発注内容等を伝え、成果

物の受領後に広告制作業者から求めがある場合のみ発注

書を交付しており、発注時に発注内容等を明示していな

かった。 

なお、事後に交付した発注書は、あたかも発注時に明

示していたかのように遡って発注日を記載していた。 

第４条 

（不明示） 

広告主からインターネット広告の制作を請け負うＤ社

は、自ら制作を請け負ったインターネット広告の制作を

広告制作業者に委託する際、電子データで成果物を受領

することを理由として、電子データの提出先等の受領場

所を明示していなかった。 

第４条 

（明示不備） 

広告主から交通広告の制作を請け負うＥ社は、自ら制

作を請け負った交通広告のデザインの制作を広告制作業

者に委託する際、当該広告制作業者と継続的取引関係に

あることから、明示をしなくとも取引条件を認識してい

第４条 

（明示不備） 
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るはずであるとして、支払期日及び支払方法を明示して

いなかった。 

広告主から販促用ポスターの制作を請け負うＦ社は、

自ら制作を請け負った販促用ポスターの制作を広告制作

業者に委託する際、成果物を受領する際に受入検査を

行っているにもかかわらず、検査完了期日を明示してい

なかった。 

第４条 

（明示不備） 

広告主から雑誌広告の制作を請け負うＧ社は、自ら制

作を請け負った雑誌広告の原稿の作成を広告制作業者に

委託する際、発注から受領までの間に給付内容が変更さ

れ、その影響で広告制作業者に対して成果物の修正・校

正を求めることを前提として発注しているにもかかわら

ず、給付内容を変更する条件等を発注内容として明示し

ていなかった。 

第４条 

（明示不備） 

広告主から雑誌広告の制作を請け負うＨ社は、自ら制

作を請け負った雑誌広告のデザインの制作を広告制作業

者に委託する際、広告制作業者に広告の制作過程で発生

した知的財産権を譲渡させているにもかかわらず、その

旨を発注内容として明示していなかった。 

第４条 

（明示不備） 

元請の広告代理店から動画広告の制作を請け負うＩ社

は、自ら制作を請け負った動画広告の制作を広告制作業

者に再委託する際、広告制作業者からの請求書の提出が

遅れたことを理由として、支払期日までに代金を支払っ

ていなかった。 

第５条第１項第２号 

（支払遅延） 

広告主から屋外看板の制作を請け負うＪ社は、自ら制

作を請け負った屋外看板のデザインを自社で制作した上

で、デザインした看板の製造を広告制作業者に委託して

いたが、代金の支払手段として手形を交付していた。 

第５条第１項第２号 

（支払遅延） 

広告主から展示会で配布するチラシやリーフレットの

制作を請け負うＫ社は、自ら制作を請け負ったチラシや

リーフレットのデザインの制作を広告制作業者に委託す

る際、代金の支払手段として、支払期日に代金に相当す

る額の金銭と引き換えることが困難である電子記録債権

を使用していた。 

第５条第１項第２号 

（支払遅延） 

広告主からイベント運営の一部を請け負うＬ社は、自

ら運営を請け負ったイベントのパンフレットのデザイン

第５条第１項第２号 

（支払遅延） 
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の制作を広告制作業者に委託する際、広告主からの支払

が遅れた場合に広告制作業者への支払ができないことを

理由として、給付を受領した日から起算して６０日を超

えるおそれのある「毎月末日受領締切、翌々月１０日

払」の支払制度で代金を支払っていた。 

広告主から販促用パンフレットの制作を請け負うＭ社

は、自ら制作を請け負った販促用パンフレットの制作を

広告制作業者に委託する際、代金を広告制作業者の銀行

口座へ振り込むに当たって、広告制作業者に振込手数料

を負担させていた。 

第５条第１項第３号 

（減額） 

広告主から販促イベントの運営を一部請け負うＮ社

は、自らが運営を請け負ったイベントにおける広告素材

の制作を広告制作業者に委託する際、広告主が予算を設

定していることを理由に、一方的に価格を指定し、値引

きした見積書を提出させることにより、通常支払われる

対価より低い代金の額を定めていた。 

第５条第１項第５号 

（買いたたき） 

元請の新聞社から新聞折込広告の作成を請け負うＯ社

は、自らが請け負った新聞折込広告の制作等を広告制作

業者に委託する際、広告制作業者に要請して新聞の定期

購読をさせていた。 

第５条第１項第６号 

（購入・利用強制） 

広告主から雑誌広告の制作を請け負うＰ社は、自ら制

作を請け負った雑誌広告のデザインの制作を広告制作業

者に委託する際、発注内容に成果物の制作と併せて知的

財産権を譲渡させることが含まれていなかったにもかか

わらず、無償で譲渡させていた。 

第５条第２項第２号 

（不当な経済上の 

利益の提供要請） 

広告主から新聞・雑誌広告の制作を請け負うＱ社は、

自らが広告主のコンペティション方式の企画に参加する

際、かねてから中小受託取引をしている広告制作業者に

対し、無償で広告のイメージ図、試作品等を制作させて

いたほか、自らが失注したことを理由にこれらの代金を

支払っていなかった。 

第５条第２項第２号 

（不当な経済上の 

利益の提供要請） 

広告主から販促用パンフレットの制作を請け負うＲ社

は、自ら制作を請け負った販促用パンフレットの制作を

広告制作業者に委託する際、基本契約書に「知的財産権

は無償で譲渡させる。」と記載した上で、広告制作業者の

給付の内容には含まれない知的財産権を無償で譲渡させ

第５条第２項第２号 

（不当な経済上の 

利益の提供要請） 
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ていた。 

広告主から広告イベントの企画・運営を請け負うＳ社

は、自らが請け負ったイベントにおける動画の制作を広

告制作業者に委託する際、広告制作業者の成果物等につ

いて、契約期間終了後も一定期間保管すること、また、

それらを紛失、毀損等させた場合には、広告制作業者が

全額賠償すること等を保管に係る対価を示すことなく誓

約させていた。 

第５条第２項第２号 

（不当な経済上の 

利益の提供要請） 

広告主から交通広告の制作を請け負うＴ社は、自ら制

作を請け負った交通広告のデザインの制作を広告制作業

者に委託する際、発注後に給付内容を変更することが前

提となっていることを広告制作業者に伝えずに発注して

いたにもかかわらず、給付内容を変更する条件等を発注

時に給付内容として明示せず、受領までの間に、無償で

複数回の修正・校正作業を行わせていた。 

第５条第２項第３号 

（不当な給付内容の 

変更） 

広告主から広告用動画の制作を請け負うＵ社は、自ら

制作を請け負った広告用動画の制作を広告制作業者に委

託する際、広告主の都合により発注を取り消した場合

に、発注を取り消すまでに広告制作業者が要した費用を

支払っていなかった。 

第５条第２項第３号 

（不当な給付内容 

の変更） 
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別紙２ 

 

中小企業庁取引Ｇメンによるヒアリングの主な聴取内容 

 

  以下の聴取内容については、飽くまで一方の取引当事者（広告制作業者）

からのヒアリング内容をまとめたものであり、調査を行って、取適法に違反

し、又は違反するおそれのある行為を認定したものではない。 

聴取内容 取適法の規定 

取引先である広告代理店から広告の制作を受託する

際、口頭発注が商慣習となっていることを背景として、

発注書を交付されていない。 

第４条 

（不明示） 

 

取引先である広告代理店からの発注書は、受託した広

告の制作が終了した段階で、自社が提出した最終見積書

や請求書等に基づき作成・交付されており、発注時に直

ちに交付されていない。 

第４条 

（不明示） 

 

取引先である広告代理店からの発注書の交付は、自社

が請求書を交付するタイミングと同じであり、また、発

注書に記載されている内容も具体性を欠くものとなって

いる。 

第４条 

（不明示、明示不備） 

 

取引先である広告代理店からの代金の支払は「毎月末

日納品締切、翌月末日支払」とされているが、金額が大

きい取引の場合には、実際の納品日ではなく広告媒体へ

の掲載日を納品日とみなす運用が行われている。 

第５条第１項第２号 

（支払遅延） 

 

自社の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、取

引先である広告代理店の都合を理由に毎月の代金額から

一律に一定額を差し引いた額が支払われている。 

第５条第１項第３号 

（減額） 

 

取引先である広告代理店から人材の引抜きと内製化が

行われ、「値下げしなければ内製化を進める」などと言わ

れたことから、労務費、原材料価格等のコストが上昇す

る中で値引対応を余儀なくされた。 

第５条第１項第５号 

（買いたたき） 

 

 

取引先である広告代理店から、１０年前に他の広告制

作業者から提示されたとする金額を示された上で、労務

費、原材料価格等のコスト上昇局面における現在の相場

と大きく乖離
か い り

した低い金額での取引を余儀なくされた。 

第５条第１項第５号 

（買いたたき） 

 

 

取引先である広告代理店から自らが仲介する広告媒体

への広告の掲載を求められている。広告効果を感じたこ

第５条第１項第６号 

（購入・利用強制） 
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とはなく、掲載取りやめを申し入れているが聞き入れて

もらえず、仕方なく応じている。 

 

取引先である広告代理店が開発したシステムの利用を

余儀なくされている。利用しなくとも業務に支障はない

ばかりか、対価にも見合っていないと感じている。 

第５条第１項第６号 

（購入・利用強制） 

 

取引先である広告代理店から、ＣＭ撮影等で使用した

家具、衣装又は納品物の原版等を、長期間無償で保管さ

せられており、数回にわたり廃棄要請を行ったにもかか

わらず、応じてもらえない。 

第５条第２項第２号 

（不当な経済上の 

利益の提供要請） 

 

広告主の都合による給付内容の変更（急なスケジュー

ルやロケ撮影の内容の変更）があり、追加費用（スタジ

オや要員のキャンセル料や残業代等）が生じているにも

かかわらず、取引先である広告代理店から、代金の額に

反映してもらえない。 

第５条第２項第３号 

（不当な給付内容の 

変更） 

納品後に、取引先である広告代理店の都合による短納

期でのやり直しの要求があり、深夜残業や休日出勤で対

応することになったが、これらの追加費用は支払われて

いない。 

第５条第２項第３号 

（不当なやり直し） 

 

 

取引先である広告代理店に見積金額を複数回提示して

価格交渉を行ったが、広告主の予算不足を理由に一方的

に代金を決定された。 

第５条第２項第４号 

（協議に応じない 

一方的な代金決定） 
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別添 

 

過去に行った取適法（下請法）違反被疑事件の集中調査の結果について 

 

調査内容 概要 公表日 

自 動 車 デ ィ ー

ラー及び車体整

備事業者間の取

引における下請

法違反被疑事件

の集中調査の結

果について 

令和７年４月以降、自動車ディーラーと車

体整備事業者の間の取引において行われてい

る修理委託の下請代金等に係る下請法違反被

疑行為について集中的に調査を行い、自動車

ディーラーに対して、２件の勧告及び１６０

件の指導を行った。 

令和７年 

１２月２２日 

運送事業者間の

取引における下

請法違反被疑事

件の集中調査の

結果について 

令和７年４月以降、運送事業者間の取引に

おいて行われている下請代金等に係る下請法

違反被疑行為について集中的に調査を行い、

運送事業者に対して、２件の勧告及び５３０

件の指導を行った。 

令和７年 

１２月２３日 


